
先
月
20
日
の
参
議
院
選
挙
、
読
者
の
皆
さ
ま
は
ど
の
よ
う
な
選
択
を
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
参
議
院
選
挙
の
真
っ
最
中
。マ

ス
コ
ミ
の
世
論
調
査
で
は
、
投
票
先
を
選
ぶ
際
に
最
も
重
視
す
る
テ
ー
マ
を
「
物
価

高
対
策
と
社
会
保
障
・
少
子
化
問
題
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
有
権
者
が
、
56
％
と

過
半
数
を
超
え
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
物
価
高
対
策
と
し
て
給
付
金
と
、
消
費

税
の
減
税
・
廃
止
の
ど
ち
ら
が
望
ま
し
い
と
思
う
か
の
問
い
に
対
し
て
は「
給
付
金
」

と
答
え
た
の
は
わ
ず
か
17
％
。「
消
費
税
の
減
税
・
廃
止
が
望
ま
し
い
」
と
答
え
た

有
権
者
は
52
％
と
過
半
数
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
終
わ
り
の
見
え

な
い
物
価
高
騰
に
「
何
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
国
民
の
悲
鳴
が
こ
の
調
査
結
果

に
表
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
関
与
先
の
決
算
状
況
を
見
る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
を
乗
り
越

え
て
業
績
を
回
復
さ
せ
て
き
た
法
人
が
、こ
の
１
年
間
で
ま
た
、
業
績
を
悪
化
さ

せ
た
こ
と
が
決
算
数
値
に
表
れ
て
い
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
で
は
売
上
自
体
が
大
幅
に
下

が
っ
た
こ
と
が
悪
化
の
原
因
で
し
た
が
、
今
年
度
の
決
算
を
見
る
と
、
業
績
悪
化
の

主
な
要
因
は
物
価
高
に
よ
る
仕
入
れ
や
経
費
の
大
幅
増
に
よ
る
も
の
と
い
う
特
徴

が
表
れ
て
い
ま
し
た
。
赤
字
な
ら
ば
法
人
税
の
負
担
は
ゼ
ロ
で
す
が
、
業
績
が
悪
化

し
て
も
消
費
税
の
何
十
万
円
、
何
百
万
円
と
い
う
納
税
額
の
負
担
が
中
小
企
業
に

襲
い
か
か
り
、
資
金
繰
り
を
ひっ
迫
さ
せ
る
実
態
も
浮
か
び
上
が
って
い
ま
す
。

各
野
党
は
国
民
世
論
に
押
さ
れ
、
何
ら
か
の
消
費
税
減
税
を
打
ち
出
し
て
い
ま

す
が
、
た
と
え
ば
、
消
費
税
を
半
分
の
５
％
に
す
れ
ば
、一
世
帯
当
た
り
12
万
円
の

減
税
と
な
り
、
物
価
高
に
苦
し
ん
で
い
る
家
計
や
中
小
企
業
を
助
け
る
こ
と
に
な

る
だ
け
で
な
く
、
単
一
税
率
に
な
れ
ば
一
昨
年
導
入
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
口

実
も
な
く
な
り
、こ
の
制
度
の
廃
止
の
道
筋
も
見
え
て
き
ま
す
。

政
府
は
「
消
費
税
は
社
会
保
障
の
た
め
」
と
宣
伝
し
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
大

企
業
や
富
裕
層
へ
の
減
税
の
穴
埋
め
に
使
わ
れ
て
き
た
の
が
実
態
で
す
。
23
・
２
％

ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
法
人
税
率
を
元
の
28
％
に
戻
し
、
所
得
税
・
住
民
税
を
合

わ
せ
た
最
高
税
率
を
現
行
の
55
％
か
ら
65
％
に
戻
し
、
相
続
税
の
最
高
税
率
も
併

せ
て
55
％
か
ら
70
％
に
戻
す
こ
と
で
、
応
分
の
負
担
を
求
め
れ
ば
、
消
費
税
率
を

５
％
に
引
き
下
げ
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
15
兆
円
は
生
み
出
せ
る
と
い
う
試
算

も
あ
り
ま
す
。
消
費
税
の
減
税
は
、
私
た
ち
が
目
指
す
能
力
に
応
じ
て
税
金
を
負

担
す
る
「
応
能
負
担
の
原
則
」
を
実
現
す
る
一
歩
と
な
る
の
で
す
。

今
こ
そ
、消
費
税
の
減
税
・
廃
止
と

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
廃
止
を
求
め
る

所
長
　
竹
内 

克
謹

よ
し
な
り

大川は、1910年（明治43年）に淀川付け替え改修工事が完成し、現在のあの大きな淀川が誕生
するまでは、淀川の本流でした。江戸時代までは京の都と瀬戸内地方や西国とを結ぶ船の交通の
大動脈でした。写真は、天満橋から西の方角を望む場所から撮影しています。左手前の八軒家浜
船着場は、平安時代からの歴史を持ち、江戸時代はここに船宿が八軒ならんでいたことから、この
名前が付きました。現在も使われており、今年10月の全国会計事務所交流会では、ここから屋形
船を出して大川の夜の遊覧を楽しんでいただきます。（写真・文/西岡 英利）

大川（旧淀川）と
八軒家浜船着場

北浜の歴史シリーズ
第17回

はちけんやはま
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経営理念
一、事務所は、中小企業経営の健全な発展と
    多面的な要求の実現をめざします。
一、事務所は、納税者の権利擁護と、
    税制・税務行政の民主化の運動をすすめます。
一、事務所は、所員が学問の成果に学び
    専門的知識を身につけることをめざします。
一、事務所は、所員が、文化的で豊かな生活を営む
    拠点となることをめざします。
一、事務所は、以上の課題を実現するため
    多くの人 と々の協力をひろげます。
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年
収
の
壁
は
ど
う
変
わ
る
？

谷
田 

久
義

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る

事
務
負
担
軽
減
の
活
用
策

「
少
額
特
例
」
の
紹
介

陳
　
陽

２
０
２
５
年
度
の
税
制

改
正
で
、
所
得
税
の
い
わ

ゆ
る
「
非
課
税
枠
」
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
所

得
税
課
税
の
「
１
０
３
万

円
の
壁
」が「
１
６
０
万
円
」

に
な
り
、
57
万
円
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。
住
民
税
課

税
の「
98
万
円
の
壁
」が「
１

０
８
万
円
」
に
な
り
、
10

万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
表
1
）。
住
民
税
は
小
幅

の
引
き
上
げ
で
す
。
所
得

税
は
非
課
税
、
住
民
税
は

課
税
の
ケ
ー
ス
が
こ
れ
ま
で

以
上
に
出
ま
す
。
以
下
に

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
簡
潔
に
ま
と
め
ま
す
。

適
用
開
始
は
、
令
和
７
年
分
の
所
得
税

（
令
和
８
年
度
分
以
後
の
住
民
税
）か
ら
で
す
。

　基
礎
控
除
の
改
正

合
計
所
得
金
額
が
２
，３
５
０
万
円
以
下

の
者
は
基
礎
控
除
が
10
万
円
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。６
５
５
万
円
以
下
の
者
は
、
令
和

７
年
、
令
和
８
年
は
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
加
算
さ
れ
ま
す
（
表
２
）。
住
民
税
の
基

礎
控
除
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
控
除
の
改
正

給
与
が
１
９
０
万
円
以
下
の
者
は
65
万
円

の
給
与
所
得
控
除
に
な
り
ま
す
（
表
３
）。

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
の
改
正

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
48
万

円
以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
（
表
４
）。

特
定
扶
養
控
除
の
改
正

特
定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
48

万
円
以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
（
表
５
）。
特
定
親
族
は
、
19

歳
以
上
、
23
歳
未
満
の
親
族
で
す
。

特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

特
定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
が
58
万
円

を
超
え
た
場
合
も
、合
計
所
得
に
応
じ「
特
定

親
族
特
別
控
除
」が
創
設
さ
れ
ま
す（
表
５
）。

扶
養
控
除
の
改
正

扶
養
親
族
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
48

万
円
以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
（
表
６
）。
扶
養
親
族
は
、
特
定

親
族
を
除
く
16
歳
以
上
の
親
族
で
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
課
税

事
業
者
で
あ
る
中
小
企
業
に
と
って
事
務
負

担
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
適
格

請
求
書
の
発
行
・
保
存
、
取
引
先
の
登
録

状
況
の
確
認
、請
求
書
の
記
載
要
件
の
チ
ェッ

ク
や
分
類
管
理
と
いっ
た
対
応
が
必
要
と
な

り
、
そ
の
結
果
、
経
理
業
務
に
か
か
る
手
間

や
コ
ス
ト
が
増
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
の
一つ

と
し
て
、「少
額
特
例
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

少
額
特
例
と
は
、一
回
の
取
引
に
つ
き
税

込
１
万
円
未
満
の
課
税
仕
入
れ
に
つい
て
は
、

帳
簿
の
保
存
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
が
認

め
ら
れ
る
特
例
で
す
。

■ 

適
用
対
象
者

・
基
準
期
間
（
個
人
は
前
々
年
、法
人
は
前
々

事
業
年
度
）
の
課
税
売
上
高
が
１
億
円
以

下
・
特
定
期
間
（
個
人
は
前
年
１
月
〜
６
月
、

法
人
は
前
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
６
か
月

間
）
の
課
税
売
上
高
が
５
，０
０
０
万
円
以

下
■ 

適
用
期
間

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
課
税
仕
入
れ

が
対
象
で
す
。

■ 

適
用
要
件
：
帳
簿
の
保
存

帳
簿
に
は
次
の
事
項
の
記
載
が
必
要
で
す
。

・
仕
入
先
の
氏
名
ま
た
は
名
称

・
取
引
年
月
日

・
取
引
内
容
（
軽
減
税
率
対
象
で
あ
る
か

ど
う
か
を
含
む
）

・
支
払
対
価
の
額
（
税
込
）

こ
の
特
例
の
適
用
に
は
、２
つ
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。 １
つ
目
は
、
自
社
が
適

用
対
象
者
に
該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
こ

と
。 ２
つ
目
は
「
一
取
引
あ
た
り
の
税
込
金

額
が
１
万
円
未
満
」
で
あ
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
単
品
ご
と
で
は
１
万
円
未
満

で
も
、１
枚
の
レ
シ
ー
ト
に
複
数
商
品
が
記

載
さ
れ
、
合
計
が
税
込
１
万
円
以
上
と
な
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
本
特
例
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。

こ
の
特
例
を
活
用
す
る
う
え
で
最
も
重

要
な
の
は
、
帳
簿
の
適
切
な
保
存
で
す
。日

常
の
会
計
処
理
で
は
、
帳
簿
の
記
載
要
件
を

常
に
意
識
し
、
不
備
の
な
い
帳
簿
記
録
を
継

続
的
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
制
度

を
正
し
く
理
解
し
、
業
務
の
効
率
化
に
役

立
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
所
得
税
・
住
民
税
）

「所得税」「住民税」非課税枠の改正（給与所得のみの場合）表 1
給与額
改正後
改正前

所得税の非課税
160万円
103万円
57万円

住民税の非課税
108万円
98万円
10万円非課税枠増加額

132万円超
336万円超
489万円超
655万円超
2,350万円超
2,400万円超
2,450万円超
2,500万円超

合計所得金額

336万円以下
489万円以下
655万円以下
2,350万円以下
2,400万円以下
2,450万円以下
2,500万円以下

132万円以下

基礎控除額

R7年、R8年
95万円
88万円
68万円
63万円
58万円
48万円
32万円
16万円
 　0円

R9年以降
95万円

58万円

48万円
32万円
16万円
 　0円

改正後（所得税） 改正前
（所得税）

48万円

32万円
16万円
 　0円

住民税
※変更なし

43万円

29万円
15万円
 　0円

基礎控除の改正（所得税のみ）表 2

控除項目

配偶者控除

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

改正後

58万円以下

58万円超
95万円以下
95万円超 100万円以下
100万円超 105万円以下
105万円超 110万円以下
110万円超 115万円以下
115万円超 120万円以下
120万円超 125万円以下

改正前

48万円以下

48万円超
95万円以下

38万円（70歳未満）

所得税
控除額

住民税
控除額

48万円（70歳以上）
33万円
38万円

125万円超 130万円以下
130万円超 133万円以下
133万円超 0円

38万円

36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

0円

33万円

33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

配偶者控除・配偶者特別控除の改正表 4

※納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
※個人住民税も「58万円以下」に引き上げ（令和8年度分以後）

控除項目

特定扶養控除

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

改正後

58万円以下

なし

改正前

所得税
控除額

48万円
以下 63万円

住民税
控除額

45万円

58万円超
85万円超
90万円超
95万円超
100万円超
105万円超
110万円超
115万円超
120万円超
123万円超

85万円以下
90万円以下
95万円以下
100万円以下
105万円以下
110万円以下
115万円以下
120万円以下
123万円以下

63万円
61万円
51万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円
0円

45万円

41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円
0円

特定扶養控除の改正・特定親族特別控除の創設表 5

扶養親族の区分 扶養親族の合計所得金額

改正後 改正前
所得税
控除額

住民税
控除額

58万円以下 48万円以下
38万円
48万円
58万円

一般の控除対象扶養親族
老人扶養
親族

同居老親等以外の者
同居老親等

33万円
38万円
45万円

扶養控除の改正表 6

162.5万円超
180万円超
190万円超
360万円超
660万円超
850万円超

給与等の収入金額…①

180万円以下
190万円以下
360万円以下
660万円以下
850万円以下

162.5万円以下
65万円

①×30％＋8万円
①×20％＋44万円
①×10％＋110万円
195万円（上限）

改正後

①×30％＋8万円

①×20％＋44万円
①×10％＋110万円
195万円（上限）

改正前
給与所得控除額

55万円
①×40％－10万円

※個人住民税の給与所得控除の最低保障額も65万円に引き上げ（令和8年度分以後）

給与所得控除の改正表 3
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2
0
2
5
年
6
月
に
成
立
し
た

年
金
関
連
の
法
改
正
に
つ
い
て

今
年
６
月
、
年
金
関
連
の
法
改
正
が
成
立
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
経
営
や
日
常
生
活
に
影
響
の
あ
る
改
正

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、「
働
き
方
の
男
女
差
等
に
中
立

的
」
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家
族
構
成
の
多
様
化
を
踏

ま
え
た
年
金
制
度
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
所
得
再

分
配
機
能
強
化
（
皆
で
支
え
る
）、
私
的
年
金
制
度
拡

充
（
個
人
で
備
え
る
）
等
に
よ
る
高
齢
期
の
生
活
の
安

定
を
図
る
た
め
の
措
置
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
の
よ
う
に
、
保
険
料
負
担
が

発
生
す
る
と
い
う
大
き
な
影
響
が
あ
る
一
方
、ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制
度
へ
と
移
行

す
る
道
筋
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
特
徴
と
言
え

ま
す
。改

正
の
概
要

１
．被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大

現
在
、
常
勤
の
従
業
員
が
50
人
超
の
企
業
の
場
合
、

週
20
時
間
以
上
の
パ
ー
ト
労
働
者
等
も
社
会
保
険
に

加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
段
階
的
に
50
人
未

満
の
企
業
に
も
拡
大
さ
れ
ま
す
。

❶ 

年
収
１
０
６
万
円
の
壁
の
撤
廃

　

 （
施
行
は
公
布
か
ら
３
年
以
内
）

年
収
が
１
０
６
万
円
（
月
額
８
・
８
万
円
）
未
満
で

あ
れ
ば
、
50
人
超
の
企
業
で
週
20
時
間
以
上
の
パ
ー
ト

労
働
者
等
で
あ
って
も
社
会
保
険
の
対
象
外
で
す
が
、

こ
の
要
件
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

❷ 

企
業
規
模
要
件
の
段
階
的
な
撤
廃

社
会
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
週
20
時
間

以
上
の
パ
ー
ト
労
働
者
等
の
「
企
業
規
模
の
要
件
」
は

第
２
回
目
の
テ
ー
マ
は
「
流
動
比
率
」
で
す
。

流
動
比
率
と
は
、「
流
動
資
産
と
流
動
負
債
の
比
率
」

を
示
す
指
標
で
す
。
流
動
資
産
は
現
金
預
金
・
売
掛
金
・

棚
卸
資
産
な
ど
の
換
金
性
が
高
い
資
産
で
、
流
動
負
債
は

買
掛
金
・
未
払
金
な
ど
の
期
限
の
近
い
負
債
を
い
い
ま
す
。

流
動
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
流
動
資
産
が
流
動
負
債
よ
り
多

く
、「
短
期
的
な
支
払
能
力
が
あ
る
」
と
い
え
ま
す
。

こ
の
流
動
比
率
は
、１
５
０
%
以
上
が
目
安
と
さ
れ
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、
流
動
資
産
が
流
動
負
債
の
１
・
５
倍

以
上
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

こ
の
記
事
を
ご
覧
の
方
は
ぜ
ひ
お
手
元
に
申
告
書
や

決
算
書
を
ご
用
意
し
て
い
た
だ
き
計
算
を
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

ま
ず
、「
貸
借
対
照
表
」
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
貸
借

対
照
表
の
左
側
上
部
が
流
動
資
産
で
す
。
同
様
に
右
側

上
部
が
流
動
負
債
で
す
。こ
れ
ら
は
合
計
金
額
が
表
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
の
ま
ま「
流
動
資
産
÷
流
動
負
債
」

を
し
て
１
０
０
を
か
け
る
と
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
出
ま
す
。

こ
の
数
字
が
１
５
０
%
以
上
な
い
と
、
短
期
的
な
支
払
い

に
影
響
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、こ
れ
と
類
似
し
た
指
標
に「
当
座
比
率
」が
あ
り

ま
す
。こ
れ
は
支
払
能
力
や
安
全
性
を
よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト

に
計
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
計
算
方
法
は
、
前
の
式
の
流

動
資
産
の
部
分
を
当
座
資
産
に
置
き
換
え
た
も
の
で
す
。

当
座
資
産
と
は
、現
金
預
金
・
受
取
手
形
・
売
掛
金
・

有
価
証
券
と
いっ
た
よ
り
現
金
に
近
い
性
質
を
も
つ
も
の

で
す
。こ
れ
が
流
動
負
債
の
金
額
以
上
で
あ
れ
ば
、
安
全

性
は
高
い
と
い
え
ま
す
。

流動比率
当座比率

目安150%以上
100%以上で安全

簡
単
な

経
営
分
析

第2回
流
動
比
率
西
尾 

卓
真

当座比率 当座資産 
流動負債 ＝ ×100

流動比率 流動資産 
流動負債 ＝ ×100

・千賀 秀信
 『経営分析の基本がハッキリわかる本』

参考元

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
課
税

事
業
者
で
あ
る
中
小
企
業
に
と
って
事
務
負

担
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
適
格

請
求
書
の
発
行
・
保
存
、
取
引
先
の
登
録

状
況
の
確
認
、請
求
書
の
記
載
要
件
の
チ
ェッ

ク
や
分
類
管
理
と
いっ
た
対
応
が
必
要
と
な

り
、
そ
の
結
果
、
経
理
業
務
に
か
か
る
手
間

や
コ
ス
ト
が
増
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
の
一つ

と
し
て
、「少
額
特
例
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

少
額
特
例
と
は
、一
回
の
取
引
に
つ
き
税

込
１
万
円
未
満
の
課
税
仕
入
れ
に
つい
て
は
、

帳
簿
の
保
存
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
が
認

め
ら
れ
る
特
例
で
す
。

■ 

適
用
対
象
者

・
基
準
期
間
（
個
人
は
前
々
年
、法
人
は
前
々

事
業
年
度
）
の
課
税
売
上
高
が
１
億
円
以

下
・
特
定
期
間
（
個
人
は
前
年
１
月
〜
６
月
、

法
人
は
前
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
６
か
月

間
）
の
課
税
売
上
高
が
５
，０
０
０
万
円
以

下
■ 

適
用
期
間

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
課
税
仕
入
れ

が
対
象
で
す
。

■ 

適
用
要
件
：
帳
簿
の
保
存

帳
簿
に
は
次
の
事
項
の
記
載
が
必
要
で
す
。

・
仕
入
先
の
氏
名
ま
た
は
名
称

・
取
引
年
月
日

・
取
引
内
容
（
軽
減
税
率
対
象
で
あ
る
か

ど
う
か
を
含
む
）

・
支
払
対
価
の
額
（
税
込
）

こ
の
特
例
の
適
用
に
は
、２
つ
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。 １
つ
目
は
、
自
社
が
適

用
対
象
者
に
該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
こ

と
。 ２
つ
目
は
「
一
取
引
あ
た
り
の
税
込
金

額
が
１
万
円
未
満
」
で
あ
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
単
品
ご
と
で
は
１
万
円
未
満

で
も
、１
枚
の
レ
シ
ー
ト
に
複
数
商
品
が
記

載
さ
れ
、
合
計
が
税
込
１
万
円
以
上
と
な
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
本
特
例
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。

こ
の
特
例
を
活
用
す
る
う
え
で
最
も
重

要
な
の
は
、
帳
簿
の
適
切
な
保
存
で
す
。日

常
の
会
計
処
理
で
は
、
帳
簿
の
記
載
要
件
を

常
に
意
識
し
、
不
備
の
な
い
帳
簿
記
録
を
継

続
的
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
制
度

を
正
し
く
理
解
し
、
業
務
の
効
率
化
に
役

立
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

段
階
的
に
縮
小
（
撤
廃
）
さ
れ
ま
す
（
表
１
）。

❸ 

個
人
事
業
所
の
適
用
業
種
を
拡
大

　

 （
２
０
２
９
年
10
月
）

常
時
５
人
以
上
を
使
用
す
る
個
人
事
業
主
は
一
部

の
業
種
が
社
会
保
険
非
適
用
で
し
た
が
、
そ
の
措
置
が

な
く
な
り
ま
す
（
経
過
措
置
は
あ
り
）。

２
．在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し

（
２
０
２
６
年
）

老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
「
支
給

停
止
基
準
額
」
が
62
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
２
０
２
５
年
度
は
51
万
円
）。

３
．厚
生
年
金
保
険
等
の

標
準
報
酬
月
額
の

上
限
の
段
階
的
引
き
上
げ

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
上
限
が
、
段

階
的
に
75
万
円
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
表
２
）。

4
．そ
の
他

週
20
時
間
以
上
の
パ
ー
ト
労
働
者
等
も

社
会
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す

法
円
坂
労
務
支
援
セ
ン
タ
ー  

社
会
保
険
労
務
士

鈴
木 

威
信

35人超
20人超
10人超
10人以下

現在50人超
2027年10月～
2029年10月～
2032年10月～
2035年10月～

2024年10月～
社会保険加入の企業規模要件の段階的な撤廃表1

2027年9月～
2028年9月～
2029年9月～

現在
68万円
71万円
75万円

65万円

厚生年金保険等の標準報酬月額の
上限の段階的引き上げ

表2

個
々
を
見
れ
ば
、
負
担
増
や
社
会
保
障
水
準
の
引
き

下
げ
が
あ
る
と
も
言
え
ま
す
（
既
に
受
給
権
が
あ
る

方
は
現
行
給
付
水
準
が
継
続
さ
れ
る
）
が
、
全
体
を

見
れ
ば
、
少
子
高
齢
化
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に

対
応
し
た
改
正
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。
年
金
制

度
は
老
若
男
女
、全
国
民
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
か
ら
、

常
に
関
心
を
持
っ
て
声
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

遺族年金見直し
（男女差解消、5年有期給付・有期給付加算・死亡時分割制度）

将来の基礎年金の給付水準の底上げに対する措置の規定

私的年金制度の見直し
（個人型確定拠出年金の加入年齢を70歳未満までに）

脱退一時金の見直し（支給上限を5年から8年に）

年金の
「子の加算（増額）・配偶者の加算（減額）」の見直し

1

2

3

4

5

3 大阪総合会計ニュース 2025年8月1日　第17号




